
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 契 約 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ５ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ７ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 契 約 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 契 約 規 程 （ 平 成 31年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程

第 19号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（入札及び契約の手続） （入札及び契約の手続） 

第４条  収支等執行者は、次に掲げるもの

については、事業施行の決定を行った上

で財務課長に入札及び契約の手続（工事

に係る単価契約及び市町村域水道事業に

おける契約にあっては入札の手続）を依

頼しなければならない。 

第４条  収支等執行者は、次に掲げるもの

については、事業施行の決定を行った上

で会計課長に入札及び契約の手続（工事

に係る単価契約及び市町村域水道事業に

おける契約にあっては入札の手続）を依

頼しなければならない。 

(１ )～ (３ ) （略） (１ )～ (３ ) （略） 

２  収支等執行者は、前項の手続を経て契

約を締結したもの（工事に係る単価契約

及び市町村域水道事業における契約を除

く。）について、変更を要する場合につ

いても、財務課長に契約の手続を依頼し

なければならない。 

２  収支等執行者は、前項の手続を経て契

約を締結したもの（工事に係る単価契約

及び市町村域水道事業における契約を除

く。）について、変更を要する場合につ

いても、会計課長に契約の手続を依頼し

なければならない。 

３  財務課長は、前２項の規定により入札

又は契約の手続の依頼があったときは、

入札又は契約に必要な手続をとるものと

する。 

３  会計課長は、前２項の規定により入札

又は契約の手続の依頼があったときは、

入札又は契約に必要な手続をとるものと

する。 

附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


